
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和元年度 事 業 報 告 書

」螢逃Ё:晰勘ム麹藍だ型菫並
事業の成果

1)練馬区主催による障害者パソコン教室事業および継続サポー ト事業を実施し、下記の成果を

得た。

・ 障害者の IT機器の操作習熟を図り、迅速な情報の取得やコミュニケーションの促進が図られた。

・差別解消法に実施に伴い、全ての障害の方々へ支援する体制を整えた。

・ パソコン教室と継続サポー トを連続して実施し、操作や学習内容の効率を高めるとともに、個々

にきめ細かく対応して、それぞれの個性伸張を主眼とした。

・PCのみにこだわらず、最新の様々な IT機器の操作習得と購入相談などにより、幅広く障害を

カバーすることが出来た。

2)練馬区立光が丘障害者地域生活支援センターすてっぷにパソコン教室の講師を派遣し 下記の成果

を得た。

・パソコン操作の学習を通して知的障害者と交流を図るとともに、自立への支援の一助を担った。

・他機関との協働の仕組みが確立でき、適切な情報交換が図れた。

・教室実施が好評で参加者が多いため、すてっぷの要請により年間 5回から6回に増やした。

3)練馬区主催による障害者の IT支援者養成講座事業を実施し、下記の成果を得た。

・参加者に対し、 lT支援ボランティアの内容への理解を深め、会への参加を得られるとともに

障害者サポー ト活動への動機提供となった。

・障害に対する配慮点、コミュニケーションの重要性などの注意点についての理解を深めた。

4)ボランティア活動の指針であるテキスト“パソボラA"Z''について、時宜に適した内容や、最新

の情報にすべく、プロジェクトチームを立ち上げ、短期間で改訂版を作成し、会員に配布した。

5)会員向けパソコンボランティア養成講座を実施し、下記の成果を得た。

・精神障害に関しての学習を行い、施設見学もふくめて、積極的に対応するよう、理解を深めた。

・新しい IT機器による支援について、操作、支援内容を学習し、新規の支援に備えた。

・支援に必須である個人情報の取り扱いの確認と内容の浸透を図った。

6)練馬区のボランティア・市民活動情報誌 「ぽけっと」への継続掲載で活動者を募った。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【978】 千円)

‐
人ヒ款に記載

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象
ヨι
曰́

人数

事業費
(千 円)

教育訓練事業
及び育成事業

練馬区内のパソコン教室

初心者の障害者を対象
に、障害者パソコン教室

を実施 した。

6/9

9′
/15

11/10

練馬区中村
橋福祉ケア
センター

157人
練馬区在

住の障害
者

23名 352



教育訓練事業
及び育成事業

障害者パソコン教室受講
者を対象に、継続サポー

トを実施 した。

6/22～

1/3

練馬区中村
橋福祉ケア
センター

144人
練馬区在

住の障害
者

60名 89

教育訓練事業
及び育成事業

練馬区及び近隣の障害者
を対象に居宅サポー トを
実施 した。

4/1～

3/31

練馬区障害
者宅

23人
練馬区在

住の障害
者

10名 18

教育訓練事業
及び育成事業

障害者の地域生活支援施
設 「すてっぷ」のパソコ
ン教室事業に講師を派遣
した。

4/20

6/15

8/17

10/19

12/21

2′
′15

練馬 区光 が
丘障害者 地
域生活支援
センター

27人 練馬区在

住の障害
者

43名 85

贅暮予銹事羹
障害者への IT支援を行
うボランティアの養成講
座を実施した。

9/9

11/17

練 馬 区 中村

橋 福 祉 ケ ア
センター

55人 練馬区区
民

12:名 352

教育訓練事業
及び育成事業

会員の知識向上、情報交
換のための講座を実施し
た。
(障害勉強会、情報セキ

ュリティ、デジタル遺品)

4月 ～

3月

練 馬 区 中村
橋 福 祉 ケ ア
センター

3人 ばそぼら
ん会員

35名 0

普及及び啓発
事業

基本知識の教則
“パソボラAtoZ''の 内容

改定を実施 した。

4月 ～

7月
5人

ぱそぼら
ん会員お
よび活動
参加者

42

普及及び啓発
事業

「障害者支援機器の活用
ガイ ドブック」音訳版の

作成

5月 ～

7月
3人

ぱそぼら
ん会員お
よび練馬
区障害者

35,名 25

普及及び啓発
事業

パソボラAtoZ(第 4版 )

配布
8月 ～

3月

1人

ぱそぼら
ん会員お
よび活動

参加者

39名 15

(2)その他の事業

該当事業なし



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和元年度 活動計算書 (そ の他事業が上登場合)

特定非営利活動法人練属ぱそぼらん

事 業 報 告 用

1単位 :円 〕
科 目 金   額 小計・ 合計

1 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費

195,000
195,000

1,∝Ю

1,000

，
一

受取寄附金

取

3 受取助成全等

4 事業収笙
教育訓練事業及び育成事業収益
普及及び啓発事業収益

1,337,200
0

1.337.200

A

5 その の収

受取利息

28

1.533.228

憲::き
::1;フ ト等嶺イ

1~レ
.

経費
雛義将

32,125
162,118

1,302

175,966

15,695

12,305

22,453
800

24,000
1,296

530,000
530,000

1

(1

2 の

給料手当

1∞,0∞
100,000

10,800.

634.

6.2011

18.9411

22.7201
39,4001

136.815
2,000
2,800

33,319[層書撮言フト等

mi

2
1

給料手当

(2

236.815
1.214.875

318,353当
~画~垂~常

増 減 額 【A〕

I 0

D

C D ・・・(2
318.353
134.800

2.6:5,707
税及

正

2.790.26Q

ヨ ・ ・ ・ 0

期 経 常 外 増 減 額

目 増 野 (1)+②  ・・ ・ ((引 i 期  正  電

④

)+G1 ` T 餞 オ 臓 | 0-“



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和元年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人練属ばそぼらん

金   額 営
=十

現金預金
未収金

棚卸資産

2,686,192
288,000
40,960

定壼産

(1)有影固定資産

(2)無形固定資産

(3)投資その他の資産

2

3,015,:52【A】 資 産 合 計 ①+②

215,892

2

+

未払金
前受金
未払法人税等

36.092

45,000
134,800

215.892

215,892

2,615,707
183.353

B-2
正

正

3,014,952【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】

3,015,152

|

:詈産 合 計  ・ ・ ・ ②一に



16号 28

令和元年度 計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人練馬ぱそぽらん

重要な会計方針

計算書類の作成は、Mり法人会計基準 (2010年 7月 20日 2017年 12月 12日 最終改正 MЮ法人会計基準協議会)

によっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3)引 当金の計上基準
該当なし

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(6)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事業別損益の状況
円

科 目
教育訓練
育成事業

普及啓発事業 事業部門計 管理部門 合計

1,337,200
28

195,000
1,000

195,000
1,000

0

1,337,200
28

1,337,200

1.533,2281,337,200 1,337,200 196,028

0

630.000495,000 35,000 530,000 100,000
495,000 35,000 530,000 100,000 630,(,00

34,125
164,918
34,621
186,766
31,055
12,939
13,294

24,000
20,237

800
22,720
39,400

32,

156,

175,

15,

12,

6,

125

100

840
9“
695
305

913

６４

∞

Ａ
）

０^

15,360

180

24,000
432

200

6,018

462

１２

１１

３０

％

０５

３０

０９

００

２９

８０

2,000
2,800

33,319
10,800

0

634

6,201

0

18,941

0
22,720
39,400

46,652 448,060 136,815 584,875401,408
978,060 236,815 1,214,875896,408 81,652

△ 81,652 359.140 318,35344(),792

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
〈1)人件費

給料手当
人件費計

(2)その他経費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
パソコンソフ ト等
教材費
消耗品費
印刷製本費
諸謝金
支払手数料
租税公課
図書研修費
損害保険料
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額 △ 40,787



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和元年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人線属ぱそぼらん

再 目 金  額 ヽ 計 合   計

2,618,8971

54,743.

722.

3.015.152
2,686,192

|11,830

|

288,000

(1)

(3)

2
形

2

の の

口

棚卸資曳ぱそぼらAtoZ

現金預金
手元現金
三菱UFJ銀 行 普通預金
ゆうちょ銀行 普通預金

未収金
練馬区継続サポー ト事業未収金

ち ょ

288,000

40,960

|

40,960

1   3.015.152

ｎ

）

＾
ｕ

3,015.152【A】 資 産 合 計 ①+②

36,092

45,000

134,8001      134,8001未払法人税等

1 000

45,000

預 り

未払金

(株 )ジェーシービー

会員立替分

‐ ‐ ~

3月 分給与

受金
令和 2年度年会費

8,424
26,668

菫五百
~~~~

2

215.892【B-1】 負 債 合 計 ③+④

2.799,2【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】

‐
■



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和元年度年間役員名簿 (前事業年度において役■であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事集年度における颯日の有彙をE● した名簿)

特定非営利活動法人練馬ぱそばらん

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期 間

(該 当者のみに記入)

氏   名

1 監事
ナカシ

゛
マ  ツネコ 平成31年

令和 2年

4月  1日

3月 31日

年  月  日

年  月  日中鳴 恒子

2

スス
ヾ
キ  ヒロシケ

゛
平成31年

令和 2年

4月  1日

3月 31日

年

年

月

月

日

日鈴木 廣茂

3 ・監事
ナカ

゛
シマ  モトアキ 平成31年

令和 2年

4月  1日

3月 31日

年  月 日

日年 月長嶋 基明

4 監 事
オオスミ  ミチコ 平成31年

令和 2年

4月  1日

3月 31日

年 月

月

日

日年大隅 美智子

5 理事
カタノ  コウシ

゛
平成31年

令和 2年

4月  1日

3月 31日

年  月  日

午=  月   日片野 康

6 理事・監事

年

年

月   日

月   日

年

年

月

月

日

日

7 理事・監事

年 月

月

日

日年

年 月

月

日

日年

8 理事・監事

年 月

月

日

年 日

年 月

月

日

日年

9 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年   月   日

年  月  日

10 理事・監事

年 月

月

日

日年

年   月   日

年  月  日

⌒

t里ッ監事

蒲[ヨ



書式第4号 (法第 10条・第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人_菫菫饉ヒ1型壺生__________

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 手塚 俊雄

2 岡本 泰輔

3 鈴木 廣茂

4 長嶋 基明

5 大隅 美智子

6 福新 哲也

7 木村 有紀子

8 横田 邦彦

9 中嶋 恒子

10 片野 康

11 以下余白

12


